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１ 修正の経緯 －県地域防災計画修正の流れ－ 

県地域防災計画 

県の組織を含む 
防災関係機関 修

正
案
作
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地域防災計画の修正事項有無の照会 
修正事項有無の報告 

地域防災計画の修正素案作成 
地域防災計画修正案確認依頼 

修正素案の内容確認 

防災会議幹事会 

H29.2 県地域防災計画（地震災害対策編，津波災害対策編，風水害等災害対策編）更新 
国（消防庁）への報告，各防災関係機関への配布，県ホームページにおいて公開 

意 

見 

H28.11 

H28.9 

H29.1.19 

H29.2.7 

県事務局 
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防災会議 

意 

見 

H28.12 

各火山防災協議会への意見照会 
（地域防災計画の火山該当箇所） 地域防災計画修正素案 

（火山該当箇所）の確認 
意 

見 
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２ 主な修正点について 

１ 地震災害対策編，津波災害対策編，風水害等災害対策編共通の修正 

 ① 関係法令の一部改正等の制度改正を踏まえた防災対策の強化 

 ○ 水防法等の一部改正の反映 
   下水道管理者の役割として，民間事業者等との協定締結などにより発災後の下水道施設の維持又は修繕に努 
 めること，また，災害発生後の下水道機能を維持するため，必要な資機材の整備等に努めること等が明記された 
 ため，必要な箇所を修正。         

（地震編第２章第８節，津波編第２章第７節，風水害編第２章第４節） 
 ○ 廃棄物処理法・災害対策基本法の一部改正の反映 
  仮置き場の確保や災害廃棄物の処理体制，民間事業者との連携のあり方等，災害廃棄物処理計画の中で具体 
 的に示すことが明記されたため，必要な箇所を修正。 

（地震編第２章第２８節・第３章２０節，津波編 同左，風水害編第２章第２１節，第３章２２節） 

 ② 最近の災害対応の教訓を踏まえた運用の改善等   

 ○ 地方公共団体における業務継続計画の策定に係る重要な要素の明確化 
   業務継続計画を策定するに当たって，重要な６要素（首長不在時の代行順位及び職員の参集体制，代替庁舎 
 の特定，電気・水，食料等の確保，多様な通信手段の確保，重要な行政データのバックアップ，非常時優先業務の 
 整理）が明記されたため，必要な箇所を修正。 

（地震編第２章第１７節，津波編 同左，風水害編第２章第１１節） 

(１) 防災基本計画の修正の反映 
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２ 主な修正点について 

 １ 火山災害への対策の強化 １地震災害対策編，津波災害対策編，風水害等災害対策編共通の修正 

(２) その他 

 ① 避難所における愛護動物の対策 
   避難所におけるペットの取り扱いについて，衛生面に配慮しながらも，可能な限り同行避難者の受入体制を整備 
 するとともに，平常時から，飼い主に対して同行避難の必要性や避難所での適切な飼育管理について普及啓発を 
 行う旨を明記。 

（地震編第２章第２４節，津波編 同左，風水害編第２章第１７節） 
 ② 指定地方公共機関の追加 
   新たに指定地方公共機関に指定された機関について，防災機関の業務大綱に新たに明記。 

（地震編第１章第２節，津波編 同左，風水害編 同左） 
 ③ 仙台空港民営化 
   平成２８年７月より民営化された仙台空港について，東京航空局仙台空港事務所と民営化により仙台空港の施 
  設管理者となった仙台国際空港株式会社の災害時等における役割を整理。 

（地震編第１章第２節，津波編 同左，風水害編 同左，第２章第２２節，第３章第３３節） 
 

２ 津波災害対策編 

 防災基本計画の修正の反映 

 ○ 企業等の避難確保計画・避難訓練 
   市町村地域防災計画で名称等を定められた地下街や防災上の配慮を要する者が利用する施設等の管理者は， 
  必要な事項を定めた避難確保計画を作成・公表し，計画に基づく避難訓練を実施すること，作成した避難確保計 
  画及び訓練の実施結果を市町村長に報告することが明記されたため，必要な箇所を修正。 

（津波編第２章第１３節） 
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２ 主な修正点について 

３ 風水害等災害対策編 

１ 防災基本計画の修正等の反映 

○ 活火山法の改正に伴う火山防災協議会の設置等 
  ・火山災害警戒地域の指定があった際の火山防災協議会の設置，地域防災計画において定めるべき事項のほ 
   か，市町村が避難促進施設における避難確保計画の作成・避難訓練の実施への助言又は勧告等を行うこと， 
   火山災害発生時における情報の伝達などが防災基本計画に明記されたことから，必要な箇所を修正。 
 
○ 火山防災協議会における協議事項等 
  ・設置した火山防災協議会の規約に基づき，協議会の協議事項，市町村の作成する避難計画，集客施設の作成 
   する避難確保計画に定めるべき事項について，明記。 
 
○ 火山災害の要因 
  ・火山活動に伴って生じる災害について，噴石や火砕流等，予想される現象と警戒すべき被害について，新たに 
   定義。 
 

（風水害編第２章第１節） 
  


